
令和3年度から軽減の基準が変わりました。基準となる「10万円×（年金・給与所得者等の数－1）」
は、世帯主と同一世帯の被保険者に給与所得者等が2人以上いる場合に計算します。 
一定の給与所得がある方（給与収入55万円超）または公的年金等に係る所得がある方（公的年
金等の収入金額が、65歳以上で110万円を超える方または65歳未満で60万円を超える方）。 
均等割額軽減判定時の総所得金額等は、各収入から必要経費や控除額を差し引いた所得金額
の合計額となります。ただし、譲渡所得は特別控除前の金額となるほか、事業専従者控除の適用は
なく、専従者給与額は事業主の所得に合算されます。また、7割軽減判定時を除き、年金所得は年
金収入から公的年金等控除額と特別控除15万円（65歳以上の方のみ適用）を差し引いた金額と
なります。なお、軽減判定日は、4月1日または資格を取得した日となります。 

後期高齢者医療に関するお知らせ 

介護保険料（第一号被保険者）に関するお知らせ 

　後期高齢者医療制度の保険証（後期高齢者医療被保険
者証）は、笠松町に住所がある75歳以上の方と、65歳から74歳
の方で一定の障がいがあり、広域連合の認定を受けた方に交
付されます。 
　現在の保険証の有効期限は令和3年7月31日ですので、8月
1日からは7月中に郵送する新しい保険証をご使用ください。 
　古い保険証を処分されるときは、住所や氏名が見えないよう
裁断するなど、十分注意してください。 

②被用者保険※の被扶養者であった方の保険料「均等割額」の軽減 
　後期高齢者医療制度に加入する日の前日において、被用者保険の被扶養者であった方は、所得割額
の負担がありません。均等割額は、制度に加入後2年経過するまでの間に限り5割軽減となります（ただし、
所得が低い方に対する軽減にも該当する方は、いずれか大きい軽減が適用されます。） 
※被用者保険とは…協会けんぽ・健康保険組合・船員保険・共済組合の公的医療保険の総称（国民健
康保険・国民健康保険組合は含まれません） 

保険証（被保険者証）を更新します 

　保険料は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割
額」の合計となり、令和3年度の保険料は、令和2年中の所得を基に個人単位で計算されます。 
　5月末までに岐阜県の後期高齢者医療の被保険者になられた方には、7月中旬に「後期高齢者医療保
険料額決定通知書」を郵送します。保険料額や納付方法が記載されていますのでご確認ください。 
【保険料の決まり方】 
　令和3年度の保険料額は、以下のア、イの合計額になります（ただし、64万円を上限とします）。 
　　ア：均等割額（被保険者一人当たり44,411円） 
　　イ：所得割額（※被保険者の所得×所得割率8.55%）　※総所得金額等－43万円（基礎控除額） 
　　（注）基礎控除額は、令和3年から43万円に変わりました（令和2年までは33万円）。 

令和3年度の保険料について 

　確定申告期限の延長期間（令和3年3月16日～4月15日）以降に申告された方は、保険証に記載のある
負担割合（1割、3割）の判定や保険料の計算に必要な所得情報が、保険証や保険料額決定通知書の作
成時に間に合わない可能性があります。その際は確定申告の情報が反映されていない状態で作成された
ものを郵送しますので、後日、保険証の差替えや保険料額の変更が発生する可能性があります。 
　また、保険料額の変更をした場合、今まで特別徴収（年金からの天引き）で納付をしていた方が、普通
徴収（納付書、口座振替）での納付に切り替わることもあります。 

確定申告期限の延長期間に申告された方へ 

　新型コロナウイルス感染症で、世帯主が重篤な傷病を負った世帯、また新型コロナウイルス感染症の影
響により、世帯主の収入減少が見込まれる世帯で一定の要件を満たす世帯の被保険者は、申請により保
険料が減免、納付猶予となる場合があります。詳しくは、住民課にお尋ねください。 

新型コロナウイルス感染症の流行による保険料の減免、納付猶予について 

　後期高齢者医療に加入している被用者の方が新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または発熱
などの症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができない期間について、
申請により要件を満たす方に支給する傷病手当金の支給適用期間を、令和3年6月30日から令和3年9月
30日に延長しました。 c住民課　蕁388‐1115

新型コロナウイルス感染症に関する傷病手当金について（適用期間の延長） 

　保険料均等割額の軽減措置は、特例的に実施されてきましたが、令和2年度で特例的な軽減措置は終
了しました。保険料額が変更となる方で、保険料を年金からの天引きで納付している場合の天引き額への
影響は10月からです。 
①保険料「均等割額」の軽減 
　保険料の均等割額は、世帯の所得によって下表のとおり軽減されます。 

※1 
 
※2 
 
（注） 

保険料の軽減措置について 

後期高齢者医療被保険者証 有効期限 
被保険者番号○○○○○○○○ 令和 4 年 ７ 月 ３１ 日 
住 所  
 
氏 名  
生 年 月 日  
資格取得年月日 
発 効 期 日  
交 付 年 月 日  
一部負担金の割合 
 
保 険 者 番 号  
保 険 者 名  

 
 
羽島郡笠松町司町１番地 
 
広域　太郎　　　　　　性　別　男 
 昭和 ○○年 ○○月 ○○日 
 令和 ○○年 ○○月 ○○日 
 令和 ○○年 ○○月 ○○日 
 令和 ○○年 ○○月 ○○日 
　　　　○　割 
 
　　３９２１３０３８ 
岐阜県後期高齢者医療広域連合 

被保険者番号 ○○○○○○○○ 

氏 名  広域　太郎 

一部負担金の 
割 合  ○　割 

有 効 期 限  令 和 4 年 7 月 3 1 日 

同じ世帯の被保険者と世帯主の令和2年中の総所得金額等※1の合計額 

7割軽減 

5割軽減 

2割軽減 

基礎控除額（43万円）＋10万円×（年金・給与所得者等※2の数－1）以下 

基礎控除額（43万円）＋10万円×（年金・給与所得者等※2の数－1）＋28.5万円×（被保険者数）以下 

基礎控除額（43万円）＋10万円×（年金・給与所得者等※2の数－1）＋52万円×（被保険者数）以下 

軽減割合 

　新型コロナウイルス感染症の影響により介護保険料の納付が困難になった方で次に該当する方は、
申請により保険料が減免されます。 
■対象世帯 
新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った世帯 
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入の減少が見込まれ、次の①と②の
要件の両方に該当する世帯 
①事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入のいずれかが前年の収入の3割以上減少する見込
みであること 
②減少することが見込まれる収入に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること 

※（1）に該当する場合は保険料の全額が、（2）に該当する場合は前年の合計所得金額に応じて保険料
の一部または全額が減免となります。 
■対象の保険料 
　令和3年4月1日から令和4年3月31日の間に納期限が設定されている保険料 
※ただし、令和2年2月1日から令和3年3月31日の間に納期限が設定された保険料の減免申請は令和3年
3月31日まででしたが、やむを得ない事情で申請できなかった方はご相談ください。 

■申請期限 
　令和4年3月31日 c健康介護課　蕁388‐7171

 
 
 
（1） 
（2） 
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